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令和７～８年度 河内長野市建設コンサルタント業務等 

競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 提 出 要 領 

 

・河内長野市及び河内長野市上下水道事業の建設コンサルタント業務等の競争入札参加資格審

査申請の受付を下記のとおり行います。 

・有資格者名簿の有効期限は、令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの２年間です。 

  

 

                              河 内 長 野 市          

                              河内長野市上下水道事業 

 

１．資格要件 

 （１）次のいずれかに該当する者でないこと。 

    一 契約を締結する能力を有しない者 

    二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

    三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

      第３２条第１項各号に掲げる者 

 （２）河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱（平成２６年河内長野市要綱第４７号）第

３条に規定する入札等排除措置要件に該当する者でないこと。 

 （３）営業について免許、許可又は登録を要するものにあっては、当該免許、許可又は登録を

受けていること。 

  （４）令和７年４月１日現在において、引き続き２年以上その営業を行っていること。 

 （５）国税及び市町村税（東京都特別区については、法人都民税を含む。)を滞納していない

こと。それに加えて受任者を選定するときは、その者の所属する事業所の所在地の市町

村税を滞納していないこと。 

 

２．申  請 

 （１）提出方法  郵送（一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラス（赤

色）） 

             ※持参不可 

             ★当日消印有効 

          ★宛名書きは、別紙用紙（「封筒貼付け用紙」）を使用してください。 

 （２）受付期間  令和６年１２月２日（月）から令和６年１２月２０日（金）まで 

 （３）提出部数  １ 部 
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（４）問い合わせ先 

大阪府河内長野市原町一丁目１番１号 

河内長野市役所 総務部 契約検査課  

電話 0721-53-1111 内線467・451・469 

（５）提出書類 （※は「提出書類に関する注意事項等」も参照ください。） 

Ｎｏ   提 出 書 類                     説           明   備      考 

１※ 

競争入札参加資格審査

申請書 

 河内長野市が指定する

様式（以下「指定様式」

という。） 

２※ 

登録(許可)証明書、現

況報告書 

 及び 

財務諸表 (貸借対照

表・損益計算書） 

・登録(許可)証明書及び現況報告書 

  官公署発行 

  通知書は不可 

・財務諸表(貸借対照表・損益計算書） 

 直近決算分 

 写し可 

３※  登記事項証明書等 

 法人：法人の登記事項証明書 

 写し可 

個人：①代表者の身分証明書（成年

被後見人等又は破産に関する

証明書）(注1) 

②代表者の登記されていない

ことの証明書（成年被後見人、

被保佐人、被補助人でないこ

との証明書）(注2) 

  ※①及び②の提出が必要です。 

４※ 

【国税】 

納税証明書 

  
 法人：その３の３ 
 個人：その３の２ 

  

 写し可 

 

【市町村民税】 

 完納証明書（未納が無

いことの証明）  
※発行されない市町村等の

場合のみ、直近 1ケ年分の

納税証明書 

法人：法人市町村民税 

個人：市町村民税 

 

支店等(受任者)で申請をする場合は、

本店・支店等の双方を提出。 

 写し可 

 

〔河内長野市の〕 
完納証明書 

【固定資産税･都市計画税】 

 

 

河内長野市に固定資産税・都市計画税

の納税義務のある法人及び個人に限

る。 

 写し可 

 

５※ 
 印 鑑 証 明 書                   

 

 

 法人：印鑑証明書 
 個人：印鑑登録証明書  写し可 
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６ 

 委 任 状                    支店等の代表者に契約締結権限など

委任する場合のみ必要 

 

※①建設工事、②建設コンサルタント業

務等、③物品購入・管理業務等・賃貸借

のいずれかで原本を提出いただいている

場合、本書は写しの提出が可能です。 

 指定用紙 

７ 
指名停止措置要件 

非該当誓約書 

新規登録業者・更新切れ業者（※）

のみ提出 

 

※ 過去に登録していても、令和６年

４月１日時点で登録のない場合は更

新切れ業者となり、提出が必要とな

ります。 

 

※①建設工事、②建設コンサルタント業

務等、③物品購入・管理業務等・賃貸借

のいずれかで原本を提出いただいている

場合、本書は写しの提出が可能です。 

 指定用紙 

８※ 
建設コンサルタント 

業務等業者カード 
  

 指定用紙 
※A4横、短辺綴じで 
 両面印刷すること 

９ 返 信 用 封 筒  長３ サイズ １２×２３．５㎝ 
 貴社住所等を記載し、
１１０円切手を貼付 

１０ 

  

 受 付 票   指定用紙 

  

  （注1） 申請者本人の戸籍のある市町村に申請し、取得する。 

（注2） 東京法務局あるいは、申請者本人の戸籍のある市町村を統括する法務局に申請し、取

    得する。 

 

〇「口座振替支払依頼書」について ※競争入札参加資格審査申請での提出は不要です 

現在、口座登録済みで口座（債権者）情報に変更が無い方は提出不要ですが、変更を希望す

る方及び新規の登録業者で令和７年４月１日以降に契約が発生する方は、請求の際に「口座振

替支払依頼書」の提出が必要です。「口座振替支払依頼書」の様式は市ホームページより取得

してください。また、支払先口座は可能な限り当市指定金融機関である三菱 UFJ 銀行の口座を

指定してください。  
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※提出書類に関する注意事項等 

申請書類 注意事項 発行機関 

Ｎｏ．１ 

競争入札参加資格審査申

請書 

・申請者は、本社・本店の代表者であるこ

と。 

 

・登記事項証明書上の本社・本店の所在地

と申請上の本社・本店の所在地が異なる

場合は二段書きで記入すること。 

 例） 

     東京都○○区○○１－２－３ 

 (申請上)東京都○○区○○４－５－６ 

・希望する業務の種別は別表（「希望業務

一覧表」）のとおりとし、１業務のみ選

択すること。 

 さらに、建設コンサルタント業務を選択

した場合は、国土交通省に登録している

部門のうち本市への登録希望部門を３

部門まで選択し希望順に記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

― 

Ｎｏ．２ 

登録（許可）証明書、現況

報告書 

 及び 

財務諸表(貸借対照表・損

益計算書） 

提出書類 

【測量業務】 

 ・登録証明書 

 ・直前１年分の財務に関する報告書(測

量法第５５条の８の規定に基づく書

類）の写し 

  ※国土交通省に提出した報告書の写

し全てを提出すること。 

 

【建築設計・積算業務】 

 ・登録証明書 

 ・直前１ケ年分の財務諸表（貸借対照表、

損益計算書） 

 ・直前１ケ年分の設計等の業務に関する

報告書（建築士法第２３条の６、同法

施行規則第２０条の３に基づく書類）

の写し 

  ※（第一面）表紙、(第二面）業務の

実績、（第三面）所属建築士名簿の

写しのみ提出すること。 

 

官公署発行 

所轄地方整備局 

（国土交通省） 

 

 

 

 

 

各都道府県指定

事務所登録機関 

（各建築士事務所

協会） 
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 【建設コンサルタント業務・補償 

コンサルタント業務・地質調査 

業務など】 

 ・直前１年分の現況報告書 

  ※国土交通省の確認印を受けた副本

の写し全てを提出すること 

所轄地方整備局 

（国土交通省） 

Ｎｏ．３ 

登記事項証明書（法人） 

 

 

 

 

 

【登記事項証明書】（法人の場合） 

・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証

明書の提出。 

・２年以上の営業が要件の為「創業年月日」

が令和５年４月１日以前であることの確

認をすること。 

 

 所管の法務局 

 

 

 

 

 

 

身分証明書（個人） 
①【身分証明書】 

･成年被後見人などに関する証明    

禁治産･準禁治産宣告の通知、後見登記の

通知、破産宣告･破産手続き開始決定の通

知を受けていないことを証明するもの。 

 

 

 

②【登記されていないことの証明書】 

・成年被後見人、被保佐人、被補助人でな

いことを証明するもの。 

 

申請者本人の戸

籍のある市町村

に申請し、取得

する。 

本籍地が河内長

野市の場合は河

内長野市役所 

市 民 総 合 窓 口

（市民窓口課）

で発行。 

 

 東京法務局ある

いは、申請者本

人の戸籍のある

市町村を統括す

る法務局に申請

し、取    

得する。 

Ｎｏ．４ 

【国税】 

納税証明書 

 

 

 

 

 

 

【国税】…法人税・所得税・消費税・地方

消費税 

法人 その３の３ 

個人 その３の２ 

消費税、地方消費税については、納税義務

がない場合でも納税証明書（法人…その３

の３、個人…その３の２）が発行されます

ので、必ず提出すること。 

 

 

 

 所管の税務署 

 所管の税務署 
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【市町村民税】 

完納証明書(未納が無い

ことの証明書) 

 

※発行されない市町村等の場

合のみ、直近１ケ年分の納税

証明書 

 

 

 

【法人市町村民税（東京都特別区において

は法人都民税）・市町村民税】 

法人 

・完納証明書を提出すること。 

・支店等で契約する場合は、本店・支店の

双方の完納証明書を提出すること。 

・東京都特別区の場合は「法人都民税」、

町村は「法人町村民税」、市は「法人市

民税」で発行。 

・本店、支店が同じ市町村・特別区内にあ

る場合は、本店での証明を提出。 

 

 

 所在地の市町村

等の役所 

 事業所が河内長

野市に所在（市

内業者）の場合

は河内長野市役

所 市民総合窓

口（市民窓口課）

で発行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人 

 

◇市内業者◇ 

・完納証明書を提出すること。 

※市内業者とは、河内長野市内に事務所を

有し、その事務所において本市との契約を

締結する業者をいう。 

 

◇市外業者◇ 

・完納証明書を提出すること。 

 

市町村民税については、完納証明書(未納

の額がないことの証明）を提出することと

なりますが、完納証明書の発行できない市

町村については、直近１ケ年分の納税証明

書を提出すること。 

 

 

 

 河内長野市役所 

 市民総合窓口

（市民窓口課） 

 

 

 

 

 所在地の市町村

等の役所 

 

完納証明書 

【固定資産納税・都市計

画税】 

 

【固定資産税・都市計画税】 

◇河内長野市に納税義務のある法人及び

個人◇ 

・完納証明書を提出すること。 

 

河内長野市役所 

 市民総合窓口

（市民窓口課） 

Ｎｏ．５ 

印鑑証明書 

法人 印鑑証明書 

個人 印鑑登録証明書 

所管の法務局 

 本人居住地の市

町村等の役所 
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Ｎｏ．８ 

建設コンサルタント 

業務等業者カード 

・希望する業務の種別は別表（「希望業務

一覧表」）のとおりとし、希望業務種別

から１つを選択すること。 

・さらに、建設コンサルタント業務を選択

したときは、国土交通省に登録している

部門のうち希望部門を３部門まで選択

し、希望順に記入すること。 

・希望種別・希望部門が、Ｎｏ．１「競争

入札参加資格審査申請書」の記入内容と

一致しているか確認すること。 

・希望種別は有資格者名簿の有効期間内は

変更できません。同様に、順位の変更も

できません。 

・Ａ４横短辺綴じ両面印刷してください。 

 

 

 

― 
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（６）書類作成 

 

   書類の綴じ方 

・フラットファイルはＡ４（タテ）サイズ左綴じの紙製のもの。 

 

■フラットファイル表面■ 

 
 

■フラットファイル中面■ 

 
 

左側 （５）提出書類 Ｎｏ．８「建設コンサルタント業務等業者カード」、Ｎｏ．９「返信用

封筒」、Ｎｏ．１０「受付票」を綴じずにクリップ留めにしてください。 

 

   

右側 （５）提出書類 Ｎｏ．１～Ｎｏ．７には穴をあけ、番号順に綴じてください。 

ファイルの表紙と背表紙に商号又は名称

と申請種別（建設コンサルタント業務等）

を必ず記入してください。 

ファイルの色指定はありません!！ 
 

建設コンサルタント 

業務等 

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等 
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① 証明書類(提出書類Ｎｏ.２～Ｎｏ.５)は、令和６年９月１日以降に発行のもの

を提出してください。 

② その他の提出書類は、令和６年１２月１日を基準として作成してください。（た

だし、決算に関する事項は基準日の直前に決算の確定した日とします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他の注意事項 

  ① 提出書類に不備のあるものは、受付できませんので記載漏れ等にご注意ください。 

  ② 受付期間経過後の受付はいたしません。 

  ③ 受付後、資格審査申請書受領書を送付しますので、返信用封筒を同封してください。 

  ④ 記載内容等に変更が生じたときは、変更届を速やかに提出してください。 

  ⑤ 河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成１３年河内長野市要綱第５１号）別表の規

定に該当する場合、あるいは該当することになった場合は、直ちに、報告してください。 

  ⑥ 申請において虚偽の記載事項があった場合又は申請後に不正若しくは不誠実な行為

があった場合は、この資格を取り消すことがあります。 

 

  

 

 希望する業務種別（部門）は別表の「希望業務一覧表」のとおりとし、希望する業務種別を

1 業務のみ選択してください。さらに、建設コンサルタント業務を選択したときは、登録して

いる部門のうちから希望部門を最大３部門まで選択してください。 

 

希望業務種別(部門）及び順位は、有資格者名簿の有効期間内は変更はできませ

んのでご注意ください!! 
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  別 表 

希 望 業 務 一 覧 表 
NO 希 望 業 務 種 別                 業 務 内 容                

１ 建設コンサルタント業務 河川、砂防及び海岸・海洋部門 

  港湾及び空港部門 

  電力土木部門 

  道路部門 

  鉄道部門 

  上水道及び工業用水道部門 

  下水道部門 

  農業土木部門 

  森林土木部門 

  水産土木部門 

  造園部門 

  都市計画及び地方計画部門 

  地質部門 

  土質及び基礎部門 

  鋼構造及びコンクリート部門 

  トンネル部門 

  施工計画、施工設備及び積算部門 

  建設環境部門 

  機械部門 

  電気電子部門 

  廃棄物部門 

２ 建築設計・積算業務 建築一般 

  （専門）意匠設計 

      構造設計 

      冷暖房衛生設備設計 

      電気設備設計 

      建築積算 

      機械設備積算 

      電気設備積算 

      調査 

３ 測量業務 測量一般 

  地図の測量 

  航空測量 

４ 補償コンサルタント業務 土地調査部門 

  土地評価部門 

  物件部門 

  機械工作物部門 

  営業補償・特殊補償部門 

  事業損失部門 

  
補償関連部門 

総合補償部門 

５ その他 不動産鑑定 

  登記手続き・土地家屋調査等 

  地質調査等 
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各種証明書類（見本） 

 

建築士事務所登録証明書  
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測量業者登録証明書 
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建設コンサルタント現況報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地質調査業者現況報告書 
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補償コンサルタント現況報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産鑑定業者証明書 
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通知書等は各種登録

（許可）証明書とは

異なるため、申請の

受付ができません。 
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登記事項証明書 
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納税証明書 

【国税】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【完納証明書(法人市町村民税(東京都特別区は法人都民税)) ※法人の場合 】 

  ※発行する市町村等により、証明書の体裁は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３の２（個人） その３の３（法人） 

法人市民税、法人町民税、法人村民税、法人都民税 

 

完納であること!! 
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【完納証明書(市町村民税) ※個人の場合 】 

  ※発行する市町村等により、証明書の体裁は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【完納証明書（固定資産税・都市計画税)※河内長野市に納税義務のある法人及び個人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

固定資産税 

都市計画税 

市府民税、市県民税…など 
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印鑑証明書 

【印鑑証明書 ※法人の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【印鑑登録証明書 ※個人の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実
印 

実
印 
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登記されていないことの証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


